
関連行事「紙のお皿で流しびなを作ろう」
と き 		期間中随時　　 対 象 		小学生以下の子ども　　 参加費 		無料（入館料は必要）

　

た
つ
の
市
内
17
小
学
校
か
ら

総
数
３
２
５
点
の
応
募
が
あ
り
、

そ
の
中
か
ら
た
つ
の
防
火
協
会
長

賞
１
名
、
各
学
年
か
ら
最
優
秀
賞

１
名
、
優
秀
賞
２
名
、
努
力
賞
10

名
を
選
出
し
ま
し
た
。
秋
の
火
災

予
防
運
動
週
間
中
に
作
品
を
展

示
し
、
火
災
予
防
の
Ｐ
Ｒ
や
最
優

秀
賞
作
品
の
イ
ラ
ス
ト
入
り
防
火

テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
イ
ベ
ン
ト
等
で
配

布
し
、
火
災
予
防
に
取
り
組
み
ま

す
。

◦
た
つ
の
防
火
協
会
長
賞
作
品

◦
最
優
秀
賞
作
品

　
た
つ
の
・
太
子
少
年
消
防
ク
ラ

ブ
の
新
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

　
消
防
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
体

験
を
通
し
て
、
防
火
・
防
災
の
知

識
を
習
得
し
、
未
来
の
地
域
防
災

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

対
象
者 

令
和
７
年
度
に
新
４
・

５
・
６
年
生
に
な
る
児
童

募
集
人
数 

30
名
程
度（
先
着
順
）

年
会
費 

２
，０
０
０
円

令
和
７
年
度
の
活
動
予
定

・
県
内
視
察
研
修

・
消
防
体
験
学
習
会

・
防
災
運
動
会

・
消
火
栓
探
検
ラ
リ
ー

・
全
国
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
交
流

大
会

・
た
つ
の
市
民
ま
つ
り
参
加

・
消
防
出
初
式
参
加

・
山
火
事
防
止
看
板
作
製

申
込
方
法 

消
防
署
ま
た
は
各
小

学
校
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
消
防
署
ま
た
は
各
小

学
校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限 

２
月
28
日（
金
） 

▼ 

た
つ
の
消
防
署
（
☎
64･

３
２ 

１
２
）

龍野歴史文化資料館企画展
「春うらら ～れきぶんのひなまつり～」

しんぐうふるさとフェスタ2025

病後児保育をご利用できます

越境している竹木の枝の切り取りについて

　春恒例の企画展として、龍野歴史文化資料館が所蔵する江戸時代の雛人
形を中心に紹介します。

と き 	 ２月22日（土）～３月23日（日）９時～17時（入館は16時30分まで）
	 ※月曜日（２月24日・３月17日は除く）、２月25日（火）・26日（水）は休館

入館 料 	 一般200円、65歳以上・学生100円	
※県内の小・中学生は「ひょうごっ子ココロンカード」提示で無料

　「観て		食べて		みんなで遊んで		ええやん新宮」をテーマに地域住民や各種団体が多数参加する「しんぐう
ふるさとフェスタ2025」を開催します。
　国指定史跡である「新宮宮内遺跡」を市内外に広く周知するとともに、新宮地域の魅力発信を図ります。
と き 		３月９日（日）９時45分～15時　　 とこ ろ 		新宮宮内遺跡（新宮町新宮343）
駐車 場 		新宮総合支所、新宮小学校運動場、新宮図書館南側広場、新宮公民館
イベント内容 　※イベント内容詳細は、市ホームページに掲載します。

ス テ ー ジ イ ベ ン ト 	 各種市民団体による歌やダンス、演奏など。
遊び・体験コーナー 	 火起こし体験、地域住民による体験コーナーや物販、ワークショップやふわふわ遊

具、ダンボール迷路など。
はたらく車大集合！ 	 消防車やパトカー、自衛隊などはたらく車大集合！
飲 食 エ リ ア 	 キッチンカーや飲食ブース、地元特産物などの販売。

主 催 		たつの市観光協会新宮支部
協 力 		たつの市商工会、たつの市連合自治会新宮支部、兵庫県立龍野北高等学校

　病後児保育事業では、病気の回復期で保育所等に通えず、保護者が仕事等の
ために家庭での保育が困難な子どもを一時的にお預かりします。
実 施 施 設 	 認定こども園まあや学園（揖保川町二塚385-１）
利 用 時 間 	 月～金曜日	８時～17時　　
利 用 料 	 １人１日当たり1,000円（別途、食事代等が必要）
対 象 児 童 	 たつの市、宍粟市、上郡町、佐用町（定住自立圏域内）在住で生後６カ月から小学校６年生の保

育所、幼稚園、認定こども園、小学校に通う子ども
定 員 	 ３名（１日当たり）
利 用 方 法 	 事前に実施施設へ電話で予約をしてください。
	 ※利用時に医師の診断証明（連絡票）の提出が必要です。

　隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、竹木の所有者に切ってもらうか、裁判の申立てを
行い枝の切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありましたが、令和５年４月１日の民法改
正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつ
つ、次のいずれかの場合は、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

▶ 龍野歴史文化資料館（☎63・0907）

▶ たつの市観光協会新宮支部事務局（新宮総合支所地域振興課内）（☎75・0251）

▶ 幼児教育課（☎64・3222）、認定こども園まあや学園（☎72・4630）

① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹
木の所有者が「相当の期間内」に切除しないとき

※「相当の期間」とは竹木の枝を切り取るために、必要な時間的猶予
を与える趣旨であり、基本的には２週間程度と考えられます。

② 竹木の所有者、または所有者の所在を知ることができない
とき

③ 急迫の事情があるとき

　必要以上に竹木の枝を切りすぎて、竹木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もあるため、越境した
竹木の枝の切り取りを考えられる場合は、事前に弁護士や司法書士などの専門家へご相談ください。
　詳細については、市ホームページをご確認ください。
　なお、所有者やその所在が分からない空き家から竹木の枝が越境し、
生活環境に悪影響を及ぼしている場合は、まちづくり推進課空き家対策
係までご相談ください。

▶ まちづくり推進課（☎64・3033）

2025年１月１日からの

市内の災害状況

災害情報案内（自動音声案内）
☎0791・76・7150

休日・夜間病院案内（自動音声案内）
☎0791・76・7160

11月月2020日日
現在現在

火 災 0件
救 急 299件
救 助 4件
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１
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揖西西小学校６年
根本 あづささん

小宅小学校５年
土岩 郁翔さん

揖西西小学校４年
本間 輝人さん

誉田小学校３年 
久保田 湊大さん

新宮小学校２年
長澤 侑汰さん

河内小学校１年
岸本 悠之介さん

新宮小学校６年
花本 愛理さん

市ホームページは
こちらから

詳しくは、
こちらから

越
境
箇
所
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